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（保 74）（健Ⅱ139） 

令和２年５月２５日 

都道府県医師会 

担当理事 殿 

 

日本医師会担当理事 

釜 萢  敏 

松 本 吉 郎 

（公印省略） 

 

 

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その１８)」、 

「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いの一部改正について」及び「新型コ 

ロナウイルス感染症に係る行政検査における診療報酬の請求等に関する取扱い及び留意点 

について」について 

 

 

今般、添付資料１の通り、診療報酬上の臨時的な取扱いとして、ＤＰＣ対象病院又は特定機能病

院において、検査料等が包括算定されている場合においても、SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）

核酸検出等（ＰＣＲ検査、抗原検査）に係る検体検査実施料及び検体検査判断料について、出来高

で算定されること等が示されました。 

これに伴い、添付資料２の通り、新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いに係る関連

通知等の一部が改正され、ＰＣＲ検査は令和２年３月６日以降、抗原検査は同５月１３日以降に実

施されたものに係る診療報酬の請求が対象であること、また、令和２年３月診療分の取扱いについ

て、３月診療分のうち、ＰＣＲ検査に係る診療報酬が令和２年５月２２日時点で未請求であり、同

日以降に当該診療報酬の請求が行われるものについては、改正後の感染症課長通知により、診療報

酬明細書に基づき公費の補助を行うこと等が示されたところです。 

また、添付資料３により、行政検査における診療報酬の請求等に関する取扱い及び留意点が示さ

れておりますので併せてご覧下さい。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、貴会管下郡市区医師会ならび

に関係医療機関等に対する周知方ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

（添付資料） 

１．新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 18) 

（令 2.5.22 事務連絡 厚生労働省保険局医療課） 

２．新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて（一部改正） 

（令 2.5.22 健感発 0522第 3号 厚生労働省健康局結核感染症課長） 

３．新型コロナウイルス感染症に係る行政検査における診療報酬の請求等に関する取扱い及び留意

点について 

（令 2.5.22 事務連絡 厚生労働省保険局医療課） 
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事 務 連 絡 

令和２年５月 22 日 

 

地方厚生（支）局医療課 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部） 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その18) 

 

 

今般、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等の診療報酬上の評価

を適切に行う観点から、当該保険医療機関の入院中に実施するSARS-CoV-2（新型コロナウイ

ルス）核酸検出等に係る検体検査実施料及び検体検査判断料について、臨時的な対応として

下記のとおり取り扱うこととしたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機

関に対し周知徹底を図られたい。 

 

記 

 
 
１．新型コロナウイルス核酸検出等の算定について 

（１）ＤＰＣ対象病院（特定機能病院であるＤＰＣ対象病院を含む。）の場合 

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法（平成

20 年厚生労働省告示第 93 号）に基づき療養に要する費用の額を算定する患者（特定機

能病院ではないＤＰＣ対象病院における、同告示別表 19 の診断群分類点数表に基づき

療養に要する費用の額を算定する患者以外の患者を除く。）に対し、SARS-CoV-2（新型

コロナウイルス）核酸検出及び SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）抗原検出を実施した

場合にあっては、別途、SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出及び検体検査判断

料のうち微生物学的検査判断料並びに SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）抗原検出及び

検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料を算定できるものとする。 

 

 

（２）特定機能病院（ＤＰＣ対象病院を除く。）の場合 

①基本的検体検査実施料について 

御中 
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特定機能病院（ＤＰＣ対象病院を除く。）において入院中の患者に対し、SARS-CoV-2

（新型コロナウイルス）核酸検出及び SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）抗原検出を実

施した場合にあっては、SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出及び SARS-CoV-2

（新型コロナウイルス）抗原検出は基本的検体検査実施料に含まれないものとし、別に

算定することができるものとする。 

②基本的検体検査判断料について 

特定機能病院（ＤＰＣ対象病院を除く。）において入院中の患者に対し、SARS-CoV-2

（新型コロナウイルス）核酸検出及び SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）抗原検出を実

施した場合にあっては、SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出について実施した

微生物学的検査判断料及び SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）抗原検出について実施し

た免疫学的検査判断料は基本的検体検査判断料に含まれないものとし、別に算定するこ

とができるものとする。 

 

２．診療報酬明細書の記載方法等について 

  １．に基づき算定した検査の費用を請求する場合における診療報酬明細書の記載方法等

の取扱いについては、次のとおりとする。 

（１）記載方法 

   自己負担に相当する金額の請求方法等については、「新型コロナウイルス感染症に係

る行政検査の取扱いについて」（令和２年３月４日健感発 0304 第５号厚生労働省健康局

結核感染症課長通知。５月 22 日最終改正。）において、保険医療機関において診療報酬

明細書を作成し、審査支払機関に請求を行い、診療報酬明細書に基づき公費の補助を行

うこととされていることから「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に

伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」（令和２年５月 13 日付保医

発 0513 第２号厚生労働省保険局医療課長通知）に基づき記載すること。 

（２）請求方法 

   療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第七条第三項の規定

に基づき厚生労働大臣が定める様式（平成 20 年厚生労働省告示第 126 号）様式第二（一）

（診療報酬明細書（医科入院）の様式）を用いて、別途、書面により請求すること。 

 

 

３．その他の診療報酬の取扱いについて 
  別添のとおりとする。 
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（別添） 

 

問１ 微生物学的検査判断料は月１回に限り算定することができる点数であるが、

SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出を実施する以前に外来等で微生物学的検査

判断料を算定した患者については、当該判断料は別に算定することができるのか。 

（答）同月に微生物学的検査を算定した患者については、別に算定することができない。 

 

問２ 免疫学的検査判断料は月１回に限り算定することができる点数であるが、SARS-CoV-2

（新型コロナウイルス）抗原検出を実施する以前に外来等で免疫学的検査判断料を算定

した患者については、当該判断料は別に算定することができるのか。 

（答）同月に免疫学的検査判断料を算定した患者については、別に算定することができない。 

 

問３ ２．に基づき作成する診療報酬明細書において、検体検査実施料及び検体検査判断料

（※）以外の算定項目（入院基本料や検体採取料等）はどのように記載するのか。 

（答）検体検査実施料及び検体検査判断料以外の算定項目については、通常の手続きに則り

診療報酬明細書を作成し、これとは別途、２．に基づき作成する診療報酬明細書には、

検体検査実施料及び検体検査判断料のみを記載すること。 

 

（※）SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出及び検体検査判断料のうち微生物学的

検査判断料又は SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）抗原検出及び検体検査判断料のう

ち免疫学的検査判断料をいう。 

 

 

 

 

以上 
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健感発 0522 第 3 号  

令和２年５月 22 日  

 

都 道 府 県 

各 保健所設置市  衛生主管部（局）長 殿 

特 別 区 

 

                    厚生労働省健康局結核感染症課長  

（ 公 印 省 略 ）  

 

新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて（一部改正） 

 

新型コロナウイルス感染症に係る行政検査（PCR 検査及び抗原検査）については、「新

型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて」（令和２年３月４日健感発０

３０４第５号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。５月 13 日最終改正。以下「３月４

日課長通知」という。）において、都道府県、保健所設置市又は特別区（以下「都道府県

等」という。）における行政検査の具体的な取扱いとして、医療機関との感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）に基づく行政検査

の委託契約の締結や費用の支払等について、お知らせしたところである。 

今般、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その

18)」（令和２年５月 22 日付保険局医療課事務連絡）において、DPC 対象病院又は特定機

能病院において、検査料等が包括算定されている場合においても、PCR 検査料及び微生物

学的検査判断料並びに抗原検査料及び免疫学的検査判断料については出来高で算定され

ることが示されたことから、３月４日課長通知を別添のとおり一部改正したので、十分

御承知の上、その取扱いについて、遺漏なくご対応いただくようお願いする。なお、こ

の取扱いは、PCR 検査については令和２年３月６日以降、抗原検査については同年５月

13 日以降に実施されたものに係る診療報酬の請求を対象とする。 

また、令和２年３月診療分の取扱いについて、「新型コロナウイルス感染症に係る行政

検査の取扱いについて（一部改正）」（令和２年３月 25 日健感発０３２５第１号厚生労働

省健康局結核感染症課長通知）において、３月診療分については同通知による改正前の

３月４日課長通知に基づいて、医療機関から都道府県に直接費用の請求を行い、１件当

たり定額の公費の補助を行うこととしていたところだが、３月診療分のうち、行政検査

（PCR 検査）に係る診療報酬が本日（令和２年５月 22 日）時点で未請求であり、本日（令

和２年５月 22 日）以降に当該診療報酬の請求が行われるものについては、本通知による

改正後の３月４日課長通知に基づいて、医療機関において診療報酬明細書を作成し、審
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査支払機関に請求を行い、診療報酬明細書に基づき公費の補助を行うこととする。一方、

３月診療分のうち、「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて（一部

改正）」（令和２年３月 25 日健感発０３２５第１号厚生労働省健康局結核感染症課長通知）

による改正前の３月４日課長通知に基づいて、既に行政検査（PCR 検査）に係る診療報酬

の請求が行われているものについては、既に医療機関における本人への支給やそれに基

づく診療報酬の請求等が行われていることから、仮に再審査等により本日（令和２年５

月 22 日）以降に請求のやり直し等を実施した場合であっても、本人への支給額と齟齬が

生じる等の不都合が生じることを避けるため、なお従前の例によるものとする。 

なお、本改正に伴い、３月４日課長通知の別添の事務契約書（案）についても変更を

行うが、既に締結済みの契約については、契約当事者の異議がある場合を除き、本通知

に基づく改正がされたものとみなし、次の契約時に本通知に基づく契約書に変更するこ

とをもって足りるものとする。 

以上
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事 務 連 絡  

令和２年５月 22 日  

 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部） 

後期高齢者医療主管課（部） 

地 方 厚 生 （ 支 ） 局 医 療 課 

社会保険診療報酬支払基金 

全 国 健 康 保 険 協 会 

健 康 保 険 組 合 

健 康 保 険 組 合 連 合 会 

 

厚 生 労 働 省 保 険 局 保 険 課  

厚生労働省保険局国民健康保険課  

厚生労働省保険局高齢者医療課  

厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 課  

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る行政検査における 

診療報酬の請求等に関する取扱い及び留意点について 

 

 

 新型コロナウイルス感染症に係る行政検査（PCR 検査及び抗原検査）（以下「行政

検査」という。）については、今般、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上

の臨時的な取扱いについて(その 18)」（令和２年５月 22日付保険局医療課事務連絡）

において、DPC 対象病院又は特定機能病院において、検査料等が包括算定されている

場合においても、PCR 検査料及び微生物学的検査判断料並びに抗原検査料及び免疫学

的検査判断料については出来高で算定されることが示され、PCR 検査については令和

２年３月６日以降、抗原検査については同年５月 13 日以降に実施されたものに係る

診療報酬の請求がその対象となるところです。 

また、「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて（一部改正）」

（令和２年５月 22日健感発 0522第３号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。以下

「改正通知」という。）により、「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱

いについて」（令和２年３月４日健感発 0304 第５号厚生労働省健康局結核感染症課

長通知。以下「３月４日感染症課長通知」という。）の一部が改正され、令和２年３

月診療分の取扱いについて、３月診療分のうち、行政検査（PCR 検査）に係る診療報

酬が本日（令和２年５月 22日）時点で未請求であり、本日（令和２年５月 22日）以

降に当該診療報酬の請求が行われるものについては、改正通知による改正後の３月４

日感染症課長通知により、診療報酬明細書に基づき公費の補助を行うこと等とされた

ところです。 

御中 
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これに伴い、新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関する診療報酬の請求、

審査及び支払事務並びに保険給付事務の実施に当たっての取扱い及び留意点を下記

のとおりお示しするため、御留意の上、関係者、関係団体等に対し、周知徹底を図る

とともに、適切に対応いただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その

18)」（令和２年５月 22日厚生労働省保険局医療課事務連絡）において、DPC対象病

院及び特定機能病院は行政検査の費用を請求する場合における診療報酬明細書を、

別途、書面により請求することとされていること。このため、行政検査を実施した

診療月においては、同一の DPC 対象病院及び特定機能病院より、①PCR 検査料及び

微生物学的検査判断料並びに抗原検査料及び疫学的検査判断料が含まれない診療

報酬明細書、に加えて、別途、②PCR 検査料及び微生物学的検査判断料並びに抗原

検査料及び疫学的検査判断料のみが記載された診療報酬明細書（書面）の２種類の

診療報酬明細書が提出されること。 

 

２ 改正通知において、令和２年３月診療分の公費の補助の取扱いについて、従来は

医療機関から都道府県に直接費用の請求を行い、１件当たり定額の補助とされてい

たところ、３月診療分のうち、PCR検査に係る診療報酬が令和２年５月 22日時点で

未請求であり、同日以降に当該診療報酬の請求が行われるものについては、改正通

知による改正後の３月４日感染症課長通知により、診療報酬明細書に基づき公費の

補助を行うことと改められたことに伴い、令和２年３月診療分の PCR 検査のうち、

令和２年５月 22 日時点で未請求であり、同日以降に３月４日課長通知に基づいて

診療報酬及び公費の請求が行われるものについては、「「社会保険診療報酬支払基金

法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付等の一

部を改正する告示」の告示及び適用について」（令和２年５月 13 日保発 0513 第４

号厚生労働省保険局長通知）において定めている「PCR 検査に係る自己負担相当額

に対する給付」に該当するものと整理されること。 

なお、改正通知では、３月診療分であっても、「新型コロナウイルス感染症に係

る行政検査の取扱いについて（一部改正）」（令和２年３月 25日健感発 0325第１号

厚生労働省健康局結核感染症課長通知）による改正前の３月４日感染症課長通知に

基づいて、既に PCR検査に係る診療報酬の請求が行われているものに関する公費補

助については、仮に再審査等により、本日以降に請求のやり直し等を実施した場合

であっても、なお従前の例によることとされていることから、「社会保険診療報酬

支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給

付」（昭和 52年厚生省告示第 239号）等の告示においても、従前どおりの取扱いと

なること。 
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新型コロナウイルス対応下での医業経営状況等アンケート調査（中間集計）

回答医療機関数

医療機関種別

一般病院 精神科病院 有床 無床

57 50 7 250 23 227 1 308

診療所診療科別

有床 無床 計 全国※

（％） （％）

内科 5 136 141 56.4 55.1

外科 3 12 15 6.0 2.8

整形外科 4 9 13 5.2 7.2

眼科 3 11 14 5.6 7.1

耳鼻咽喉科 1 17 18 7.2 4.9

小児科 0 25 25 10.0 5.3

皮膚科 0 5 5 2.0 4.7

泌尿器科 0 2 2 0.8 1.7

精神科 0 2 2 0.8 3.4

産科・産婦人科 4 2 6 2.4 2.8

婦人科 0 2 2 0.8 0.7

脳神経外科 0 1 1 0.4 1.0

その他 0 0 0 0.0 3.3

無回答 3 3 6 2.4 －

計 23 227 250 100.0 100.0

※厚生労働省「平成29年 医療施設調査」

新型コロナウイルス感染症への対応状況

回答数

病院 診療所 不詳 計

回答総数 57 250 1 308

第一種感染症指定医療機関 3 0 0 3

第二種感染症指定医療機関 4 0 0 4

PCR検査実施医療機関 8 3 0 11

新型コロナ感染症疑い患者受診あり 26 95 1 122

PCR検査が必要と判断した患者あり 31 84 1 116

回答総数に占める割合 （％）

病院 診療所

回答総数 100.0 100.0

第一種感染症指定医療機関 5.3 0.0

第二種感染症指定医療機関 7.0 0.0

PCR検査実施医療機関 14.0 1.2

新型コロナ感染症疑い患者受診あり 45.6 38.0

PCR検査が必要と判断した患者あり 54.4 33.6

病院 診療所 不詳 計

1/13

kawadu
資料４－２



診療所（有床・無床）　診療科別　新型コロナウイルス感染症への対応状況

（％） （％）

内科 141 67 47.5 64 45.4

外科 15 4 26.7 4 26.7

整形外科 13 1 7.7 1 7.7

眼科 14 0 0.0 0 0.0

耳鼻咽喉科 18 10 55.6 7 38.9

小児科 25 9 36.0 4 16.0

皮膚科 5 0 0.0 0 0.0

泌尿器科 2 1 50.0 0 0.0

精神科 2 0 0.0 0 0.0

産科・産婦人科 6 0 0.0 0 0.0

婦人科 2 0 0.0 0 0.0

脳神経外科 1 0 0.0 0 0.0

その他 0 0 － 0 －

無回答 6 4 66.7 4 66.7

計 250 96 38.4 84 33.6

回答総数
新型コロナ感染症疑い

患者受診あり
PCR検査が必要と判断

した患者あり
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入院外　総件数・総日数・総点数
　病院、診療所不詳を除く

　前年の件数・日数・点数が0超、今年の件数・日数・点数が0以上

総件数 （件）

平成31年 令和2年 増減（％） 平成31年 令和2年 増減（％）

一般病院 48 163,131 157,550 ▲ 3.4 161,382 141,323 ▲ 12.4

精神科病院 7 5,269 4,992 ▲ 5.3 5,192 4,835 ▲ 6.9

病院計 55 168,400 162,542 ▲ 3.5 166,574 146,158 ▲ 12.3

有床診療所 23 24,935 22,843 ▲ 8.4 23,609 20,333 ▲ 13.9

無床診療所 213 230,142 204,625 ▲ 11.1 217,253 181,806 ▲ 16.3

診療所計 236 255,077 227,468 ▲ 10.8 240,862 202,139 ▲ 16.1

合計 291 423,477 390,010 ▲ 7.9 407,436 348,297 ▲ 14.5

総日数 （日）

平成31年 令和2年 増減（％） 平成31年 令和2年 増減（％）

一般病院 48 241,452 229,581 ▲ 4.9 3,583,285 3,759,896 4.9

精神科病院 7 11,821 11,290 ▲ 4.5 11,618 10,374 ▲ 10.7

病院計 55 253,273 240,871 ▲ 4.9 3,594,903 3,770,270 4.9

有床診療所 23 42,062 37,171 ▲ 11.6 41,066 33,114 ▲ 19.4

無床診療所 213 323,517 283,908 ▲ 12.2 309,340 248,797 ▲ 19.6

診療所計 236 365,579 321,079 ▲ 12.2 350,406 281,911 ▲ 19.5

合計 291 618,852 561,950 ▲ 9.2 3,945,309 4,052,181 2.7

総点数 （点）

平成31年 令和2年 増減（％） 平成31年 令和2年 増減（％）

一般病院 48 390,851,335 405,596,834 3.8 387,969,628 385,118,171 ▲ 0.7

精神科病院 7 12,489,940 12,206,498 ▲ 2.3 12,309,868 11,013,169 ▲ 10.5

病院計 55 403,341,275 417,803,332 3.6 400,279,496 396,131,340 ▲ 1.0

有床診療所 23 28,130,002 25,942,405 ▲ 7.8 27,360,531 23,600,637 ▲ 13.7

無床診療所 213 227,134,434 204,148,231 ▲ 10.1 220,475,282 185,644,621 ▲ 15.8

診療所計 236 255,264,436 230,090,636 ▲ 9.9 247,835,813 209,245,258 ▲ 15.6

合計 291 658,605,711 647,893,968 ▲ 1.6 648,115,309 605,376,598 ▲ 6.6

４月3月
回答数

回答数
3月 ４月

回答数
3月 ４月
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診療所（有床・無床）診療科別　総点数

回答数10施設以上の診療科 （点）

平成31年 令和2年 増減（％） 平成31年 令和2年 増減（％）

内科 133 144,169,109 132,369,736 ▲ 8.2 144,322,118 126,396,909 ▲ 12.4

外科 14 9,155,039 8,337,232 ▲ 8.9 9,454,272 7,765,407 ▲ 17.9

整形外科 12 14,087,427 12,858,765 ▲ 8.7 14,364,784 11,449,192 ▲ 20.3

眼科 14 14,661,309 13,652,635 ▲ 6.9 13,649,055 12,340,796 ▲ 9.6

耳鼻咽喉科 18 25,301,893 19,082,066 ▲ 24.6 18,899,852 12,140,041 ▲ 35.8

小児科 23 16,477,487 13,214,202 ▲ 19.8 16,276,671 10,251,722 ▲ 37.0

診療所（無床）診療科別　総点数

回答数10施設以上の診療科 （点）

平成31年 令和2年 増減（％） 平成31年 令和2年 増減（％）

内科 128 139,267,530 127,848,644 ▲ 8.2 139,580,338 121,934,059 ▲ 12.6

外科 11 7,147,395 6,474,494 ▲ 9.4 7,398,015 5,987,113 ▲ 19.1

眼科 11 10,637,437 10,107,972 ▲ 5.0 9,911,330 9,195,303 ▲ 7.2

耳鼻咽喉科 17 23,396,596 17,596,093 ▲ 24.8 17,517,673 11,295,011 ▲ 35.5

小児科 23 16,477,487 13,214,202 ▲ 19.8 16,276,671 10,251,722 ▲ 37.0

診療所（有床・無床）　院内・院外処方別　総点数 （点）

平成31年 令和2年 増減（％） 平成31年 令和2年 増減（％）

院内 53 60,891,701 53,128,404 ▲ 12.7 59,023,304 49,184,540 ▲ 16.7

院外 167 180,721,821 164,300,495 ▲ 9.1 175,257,690 148,417,851 ▲ 15.3

院内・院外 12 10,335,240 9,675,383 ▲ 6.4 10,503,483 9,274,718 ▲ 11.7

無回答 4 3,315,674 2,986,354 ▲ 9.9 3,051,336 2,368,149 ▲ 22.4

計 236 255,264,436 230,090,636 ▲ 9.9 247,835,813 209,245,258 ▲ 15.6

診療所（有床・無床）　新型コロナ感染症疑い患者の受診有無別　総点数

平成31年 令和2年 増減（％） 平成31年 令和2年 増減（％）

あり 91 105,204,183 95,510,077 ▲ 9.2 147,116,837 122,897,322 ▲ 16.5

なし（含無回答） 145 150,060,253 134,580,559 ▲ 10.3 100,718,976 86,347,936 ▲ 14.3

計 236 255,264,436 230,090,636 ▲ 9.9 247,835,813 209,245,258 ▲ 15.6

診療所（有床・無床）　PCR検査が必要と判断した神社の有無別　総点数

平成31年 令和2年 増減（％） 平成31年 令和2年 増減（％）

あり 79 169,148,108 152,267,970 ▲ 10.0 162,059,454 139,432,520 ▲ 14.0

なし（含無回答） 157 86,116,328 77,822,666 ▲ 9.6 85,776,359 69,812,738 ▲ 18.6

計 236 255,264,436 230,090,636 ▲ 9.9 247,835,813 209,245,258 ▲ 15.6

3月 ４月

回答数
3月 ４月

回答数

回答数
3月 ４月

回答数
3月 ４月

回答数
3月 ４月
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0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

（％）

総点数対前年比（％）

一般病院 入院外総点数 対前年比階級別医療機関分布

令和2年3月前年比 令和2年4月前年比

0.0

20.0

40.0

60.0
（％）

総点数対前年比（％）

精神科病院 入院外総点数 対前年比階級別医療機関分布

令和2年3月前年比 令和2年4月前年比

0.0

20.0

40.0

（％）

総点数対前年比（％）

診療所 入院外総点数 対前年比階級別医療機関分布

令和2年3月前年比 令和2年4月前年比
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0.0
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40.0
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60.0
70.0
（％）

総点数対前年比（％）

診療所（有床・無床） 診療科別 令和2年3月

入院外総点数 対前年比階級別医療機関分布

内科(133) 外科(14) 整形外科(12) 眼科(14) 耳鼻咽喉科(18) 小児科(23)

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0
（％）

総点数対前年比（％）

診療所（有床・無床） 診療科別 令和2年4月

入院外総点数 対前年比階級別医療機関分布
内科(133) 外科(14) 整形外科(12) 眼科(14) 耳鼻咽喉科(18) 小児科(23)
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初・再診料
　病院、診療所不詳を除く

　前年の件数・日数・点数が0超、今年の件数・日数・点数が0以上

初診料　算定回数 （回）

平成31年 令和2年 増減（％） 平成31年 令和2年 増減（％）

一般病院 48 28,470 22,522 ▲ 20.9 28,027 18,080 ▲ 35.5

精神科病院 7 602 507 ▲ 15.8 1,158 345 ▲ 70.2

病院計 55 29,072 23,029 ▲ 20.8 29,185 18,425 ▲ 36.9

有床診療所 23 6,142 4,760 ▲ 22.5 4,782 3,192 ▲ 33.2

無床診療所 198 67,554 47,899 ▲ 29.1 55,272 33,289 ▲ 39.8

診療所計 221 73,696 52,659 ▲ 28.5 60,054 36,481 ▲ 39.3

合計 276 102,768 75,688 ▲ 26.4 89,239 54,906 ▲ 38.5

電話等による初診　算定回数 （回）

平成31年 令和2年 増減（％） 平成31年 令和2年 増減（％）

一般病院 48 9

精神科病院 7 1

病院計 55 10

有床診療所 23 1

無床診療所 198 39

診療所計 221 40

合計 276 50

再診料または外来診療料　算定回数 （回）

平成31年 令和2年 増減（％） 平成31年 令和2年 増減（％）

一般病院 48 236,368 229,497 ▲ 2.9 237,106 211,926 ▲ 10.6

精神科病院 7 11,913 11,817 ▲ 0.8 11,944 11,212 ▲ 6.1

病院計 55 248,281 241,314 ▲ 2.8 249,050 223,138 ▲ 10.4

有床診療所 23 36,415 33,009 ▲ 9.4 36,452 29,786 ▲ 18.3

無床診療所 198 215,814 200,430 ▲ 7.1 214,384 184,753 ▲ 13.8

診療所計 221 252,229 233,439 ▲ 7.4 250,836 214,539 ▲ 14.5

合計 276 500,510 474,753 ▲ 5.1 499,886 437,677 ▲ 12.4

電話等再診　算定回数 （回）

平成31年 令和2年 増減（％） 平成31年 令和2年 増減（％）

一般病院 48 12 711 5,825.0 9 4,605 51,066.7

精神科病院 7 3 5 66.7 7 123 1,657.1

病院計 55 15 716 4,673.3 16 4,728 29,450.0

有床診療所 23 36 89 147.2 40 182 355.0

無床診療所 198 557 930 67.0 580 2,556 340.7

診療所計 221 593 1,019 71.8 620 2,738 341.6

合計 276 608 1,735 185.4 636 7,466 1,073.9

回答数
3月 ４月

回答数
3月 ４月

回答数

回答数
3月 ４月

3月 ４月
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再診料または外来診療料算定回数に対する電話等再診算定回数の割合 （％）

平成31年 令和2年 平成31年 令和2年

一般病院 48 0.01 0.31 0.00 2.17

精神科病院 7 0.03 0.04 0.06 1.10

病院計 55 0.01 0.30 0.01 2.12

有床診療所 23 0.10 0.27 0.11 0.61

無床診療所 198 0.26 0.46 0.27 1.38

診療所計 221 0.24 0.44 0.25 1.28

合計 276 0.12 0.37 0.13 1.71

診療所（有床・無床）　診療科別　初診料算定回数

回答数10施設以上の診療科 （回）

平成31年 令和2年 増減（％） 平成31年 令和2年 増減（％）

内科 121 22,305 15,246 ▲ 31.6 19,222 10,810 ▲ 43.8

外科 14 2,165 1,686 ▲ 22.1 1,723 1,301 ▲ 24.5

整形外科 13 4,059 3,414 ▲ 15.9 4,173 2,926 ▲ 29.9

眼科 13 4,955 4,123 ▲ 16.8 3,737 2,918 ▲ 21.9

耳鼻咽喉科 16 20,171 13,008 ▲ 35.5 12,429 7,392 ▲ 40.5

小児科 23 15,056 10,571 ▲ 29.8 14,326 7,744 ▲ 45.9

診療所（有床・無床）　診療科別　再診料算定回数

回答数10施設以上の診療科 （回）

平成31年 令和2年 増減（％） 平成31年 令和2年 増減（％）

内科 121 126,199 119,289 ▲ 5.5 126,453 113,548 ▲ 10.2

外科 14 16,476 15,658 ▲ 5.0 16,611 14,772 ▲ 11.1

整形外科 13 28,426 25,717 ▲ 9.5 28,571 22,899 ▲ 19.9

眼科 13 17,533 16,395 ▲ 6.5 17,022 15,412 ▲ 9.5

耳鼻咽喉科 16 24,318 20,669 ▲ 15.0 22,198 17,032 ▲ 23.3

小児科 23 16,484 13,621 ▲ 17.4 16,988 10,111 ▲ 40.5

診療所（有床・無床）　診療科別　電話等再診算定回数

回答数10施設以上の診療科

平成31年 令和2年 増減（％） 平成31年 令和2年 増減（％）

内科 121 420 746 77.6 462 2,161 367.7

外科 14 27 42 55.6 29 65 124.1

整形外科 13 41 54 31.7 37 54 45.9

眼科 13 0 5 #DIV/0! 0 18 #DIV/0!

耳鼻咽喉科 16 28 48 71.4 25 106 324.0

小児科 23 27 32 18.5 28 71 153.6

回答数
3月 ４月

回答数
3月 ４月

回答数
3月 ４月

回答数
3月 ４月
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診療所（有床・無床）　診療科別　再診料算定回数に対する電話等再診算定回数の割合

回答数10施設以上の診療科 （％）

平成31年 令和2年 平成31年 令和2年

内科 121 0.33 0.63 0.37 1.90

外科 14 0.16 0.27 0.17 0.44

整形外科 13 0.14 0.21 0.13 0.24

眼科 13 0.00 0.03 0.00 0.12

耳鼻咽喉科 16 0.12 0.23 0.11 0.62

小児科 23 0.16 0.23 0.16 0.70

回答数
3月 ４月
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外来受診の動向（前年同期比）
　病院、診療所不詳を除く

外来患者数全体 （％）

回答数 大幅に増えた やや増えた 変わらない やや減った 大幅に減った 無回答 計

一般病院 50 2.0 2.0 6.0 48.0 42.0 0.0 100.0

精神科病院 7 0.0 0.0 28.6 57.1 14.3 0.0 100.0

病院計 57 1.8 1.8 8.8 49.1 38.6 0.0 100.0

有床診療所 23 0.0 0.0 4.3 52.2 39.1 4.3 100.0

無床診療所 227 0.0 0.9 6.2 39.2 52.9 0.9 100.0

診療所計 250 0.0 0.8 6.0 40.4 51.6 1.2 100.0

合計 307 0.3 1.0 6.5 42.0 49.2 1.0 100.0

診療所（有床・無床）　診療科別　外来患者数全体

回答数10施設以上の診療科 （％）

回答数 大幅に増えた やや増えた 変わらない やや減った 大幅に減った 無回答 計

内科 141 0.0 0.7 7.8 46.8 44.0 0.7 100.0

外科 15 0.0 0.0 0.0 80.0 20.0 0.0 100.0

整形外科 13 0.0 0.0 0.0 46.2 53.8 0.0 100.0

眼科 14 0.0 0.0 14.3 28.6 57.1 0.0 100.0

耳鼻咽喉科 18 0.0 0.0 0.0 11.1 88.9 0.0 100.0

小児科 25 0.0 0.0 0.0 4.0 96.0 0.0 100.0

電話等再診の患者数 （％）

回答数 大幅に増えた やや増えた 変わらない やや減った 大幅に減った 無回答 計

一般病院 50 34.0 38.0 26.0 2.0 0.0 0.0 100.0

精神科病院 7 42.9 0.0 42.9 14.3 0.0 0.0 100.0

病院計 57 35.1 33.3 28.1 3.5 0.0 0.0 100.0

有床診療所 23 4.3 26.1 60.9 4.3 0.0 4.3 100.0

無床診療所 227 11.5 36.1 45.4 2.2 0.4 4.4 100.0

診療所計 250 10.8 35.2 46.8 2.4 0.4 4.4 100.0

合計 307 15.3 34.9 43.3 2.6 0.3 3.6 100.0

診療所（有床・無床）　診療科別　電話等再診の患者数

回答数10施設以上の診療科 （％）

回答数 大幅に増えた やや増えた 変わらない やや減った 大幅に減った 無回答 計

内科 141 12.8 39.7 41.8 0.7 0.7 4.3 100.0

外科 15 6.7 53.3 33.3 6.7 0.0 0.0 100.0

整形外科 13 7.7 7.7 69.2 7.7 0.0 7.7 100.0

眼科 14 14.3 14.3 71.4 0.0 0.0 0.0 100.0

耳鼻咽喉科 18 5.6 38.9 55.6 0.0 0.0 0.0 100.0

小児科 25 4.0 32.0 48.0 8.0 0.0 8.0 100.0
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長期処方の患者数 （％）

回答数 大幅に増えた やや増えた 変わらない やや減った 大幅に減った 無回答 計

一般病院 50 10.0 58.0 28.0 0.0 0.0 4.0 100.0

精神科病院 7 0.0 71.4 28.6 0.0 0.0 0.0 100.0

病院計 57 8.8 59.6 28.1 0.0 0.0 3.5 100.0

有床診療所 23 21.7 39.1 30.4 0.0 4.3 4.3 100.0

無床診療所 227 23.3 58.1 15.4 1.3 0.9 0.9 100.0

診療所計 250 23.2 56.4 16.8 1.2 1.2 1.2 100.0

合計 307 20.5 57.0 18.9 1.0 1.0 1.6 100.0

診療所（有床・無床）　診療科別　長期処方の患者数

回答数10施設以上の診療科 （％）

回答数 大幅に増えた やや増えた 変わらない やや減った 大幅に減った 無回答 計

内科 141 26.2 57.4 13.5 1.4 0.7 0.7 100.0

外科 15 33.3 53.3 13.3 0.0 0.0 0.0 100.0

整形外科 13 7.7 69.2 15.4 0.0 7.7 0.0 100.0

眼科 14 7.1 71.4 21.4 0.0 0.0 0.0 100.0

耳鼻咽喉科 18 27.8 61.1 11.1 0.0 0.0 0.0 100.0

小児科 25 20.0 40.0 32.0 4.0 4.0 0.0 100.0
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無床診療所の医業利益への影響（粗い試算）

　2020年4月の保険収入増減をもとに保険収入以外の収入も同様に変化したとして計算

　回答数10件以上の診療所

内科 小児科 外科 眼科 耳鼻咽喉科

128 23 11 11 17

（％） -12.6 -37.0 -19.1 -7.2 -35.5

（万円／月） ▲ 136 ▲ 284 ▲ 189 ▲ 86 ▲ 308

影響前 （％） 5.9 7.5 0.7 8.5 2.2

影響後 （％） ▲ 5.3 ▲ 33.9 ▲ 20.1 2.4 ▲ 47.8

損益データは中央社会保険医療協議会「第22回医療経済実態調査 （医療機関等調査）」（2019年11月）による。
 変動費：医薬品費、材料費
 固定費：給与費、委託費、減価償却費、その他の医業・介護費用（消耗品費、光熱水費、土地・建物賃借料、通信費、その他）
 その他の医業・介護費用には変動費的な経費も含まれているが切り分けられないため固定費として扱った。

医業利益率

回答数

保険収入増減

医業利益増減
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